
　企業における社員教育の現状と
　リスキリング

◆教育訓練費用を支出した企業は５割
政府が「人への投資」を進める姿勢を見せるなかで、社員教
育にもスポットが当たっているところですが、企業における
現況はどのようになっているのでしょうか。
厚生労働省が公表した令和３年度「能力開発基本調査」によ
る企業の教育訓練への費用の支出状況をみると、教育訓練費
用（OFF-JT 費用や自己啓発支援費用）を支出した企業は
50.5％となっています。これは昨年と同水準で、近年低下し
ています。OFF-JT に支出した費用の労働者１人当たり平均
額は 1.2 万円で、こちらも近年は減少傾向にあるようです。

◆能力開発や人材育成に関して問題があるとする事業所が７
割以上
同事業所調査によれば、能力開発や人材育成に関して、何ら
かの問題があるとする事業所は 76.4％に上っています。問題
点の内訳としては、「指導する人材が不足している」（60.5％）
が最も多く、「人材育成を行う時間がない」（48.2％）、「人材
を育成しても辞めてしまう」（44.0％）と続いています。
同調査では、多くの事業所で問題があると感じつつも、対応
策がみつからず、企業としても社員教育にあまり積極的では
ない様子も読み取ることができます。

◆「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」の策定
厚生労働省は、６月に「職場における学び・学び直し促進ガ
イドライン」を策定・公表しています。社会環境の変化、労
働者の職業人生の長期化も踏まえ、労働者の学び・学び直し
の重要性が高まっているとして、労使が取り組むべき事項、
公的な支援策等を体系的に示しています。
最近では社員のリスキリング（人材の再教育や再開発）につ
いても注目が集まっています。このような社員教育は、社員
のモチベーションアップや生産性の向上にも寄与するといわ
れます。今後企業としても検討課題の一つになっていくで
しょう。

ンターンシップの実施を検討する企業も増えていくことが予
想され、また、既に実施している企業においても、採用活動
に利用することができるようになります。

◆留意点
とはいえ、上記ルールでは、インターンシップは「就職・採
用活動そのものではないので、インターンシップと称して就
職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われ
ることがないよう留意すること」や、募集要項等に一定の情
報開示（実施時期・期間などの項目に関する情報を記載し、
ＨＰ等で公表する）が求められるなどの要件が定められてお
り、実務担当者は注意が必要です。

【厚生労働省ほか「インターンシップを始めとする学生のキャ
リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」

（令和４年６月 13 日改正）】
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000949684.pdf
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【厚生労働省「令和３年度「能力開発基本調査」」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000953325.pdf

【厚生労働省「職場における学び・学び直し促進ガイドライ
ン」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/000957888.pdf

　インターン学生情報、
　採用選考での活用が可能に

◆「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」の
改正
これまで採用活動前の学生のインターン情報については「広
報活動・採用選考活動に使用できない」ルールになっていま
したが、一定の条件を満たす場合は、企業が採用選考時に利
用できるようになりました（「インターンシップの推進に当
たっての基本的考え方」文科省・厚労省・経産省、令和４年
６月 13 日改正）。

◆インターンシップとは？
上記、基本的考え方において「学生がその仕事に就く能力が
自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用するか
どうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分
野や将来のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を経験
すること）を行う活動（ただし、学生の学習段階に応じて具
体的内容は異なる）」と定義されています。

◆改正後
基本的考え方の改正により、令和６年度以降に卒業・修了予
定の大学生と大学院生の就職・採用活動において、令和５年
度以降に実施のインターンシップで得られた学生情報につい
て、採用活動開始後に活用できるようになります。今後、イ
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　　今月の税務と労務の手続

10 日
○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
　　［郵便局または銀行］
○　雇用保険被保険者資格取得届の提出
　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞
　　［公共職業安定所］

31 日
○　個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］
○　個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分＞
　　［郵便局または銀行］
○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○　健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の
　　提出［公共職業安定所］
○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）
　　＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］
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